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会社の支配に関する基本方針及び 

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関するお知らせ 
 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針を決定し、さらに、かかる基本方針に照らして不適切な者によって

当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、平

成 20 年９月に開催予定の当社第 45 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に

て、株主の皆様より承認、可決されることを条件に、当社株券等（下記Ⅲ２.（3）①で定義さ

れます。）の大量買付行為（下記Ⅲ２.（3）①で定義されます。）への対応策（以下「本プラ

ン」といいます。）について、その具体的内容を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、本プランの具体的内容を決定いたしました取締役会には、当社監査役全員が出席し、

いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の

意見を述べております。 

 

記 

 

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値の源

泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、中長期的な当社の企

業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保、向上に資する者が望ましいと考え

ております。 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主

の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株券等に対する大

量買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいて

は株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。 

しかしながら、株券等の大量買付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、

株主に当社株券等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社や当社株主に対して当

該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものなど

も少なくありません。 

したがいまして、当社といたしましては、当社の企業価値の源泉を十分に理解せず、企

業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さない大量買付行為を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、万一、

このような者が現れた場合には、当社として必要かつ相当な対抗措置をとることが、当社

の中長期的な企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益を実現するために必

要であると考えております。 
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Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

 当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によっ

て、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、今般決定しま

した上記Ⅰの基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以下の施策を実施しておりま

す。 

 この取組みは、下記１．の当社の企業価値の源泉を十分に理解したうえで策定されてお

り、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく

十分に検討されたものであります。したがって、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当

社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするも

のでもありません。 

 

１．当社グループの企業価値の源泉 

 

（1）不動産関連事業を核とする地域に密着した事業展開 

 

 当社は、昭和39年に社員３人の資産管理会社からスタートし、「住まい創りや不動産価値

創造事業を通じて、地域社会の文化と歴史の創造に貢献する」を経営理念に掲げ、「アル

ファ」ブランドのマンションを中四国・近畿・九州で分譲を行うほか、戸建請負、不動産

仲介などの不動産関連事業、またグループ企業としてホテル・ゴルフ場などの施設運営事

業、人材派遣・有料職業紹介事業などの人材サービス関連事業、その他事業としてトラベ

ル事業、広告代理事業など、不動産事業を中心として地域に密着した事業展開を行ってま

いりました。現在では、連結子会社11社、総従業員数約1,100名（臨時雇用社員を含みま

す。）を要するグループにまで成長を遂げております。 

 現在、当社グループは、経営理念を実現すべく、核となる不動産関連事業において主力

の分譲マンション事業によるディベロップメント機能を拡大・充実させるとともに、不動

産仲介等によるフィービジネスを有機的に連携させることによる相乗効果を高めていくこ

とに加えて、Ｍ＆Ａや再生ビジネス案件にともなうホテル等の運営をグループ会社で受託

するなど、地域社会になくてはならないオンリーワン企業を目指し、付加価値の高い商

品・サービスを提供しております。 

このように、事業活動を通じて地域社会に貢献していくことを使命としている当社グ

ループにとって、常に地域社会と連携をとり、地域社会の環境・風土に結びついた商品・

サービスを構築し、業務を推進していくためには、地域社会と密接に繋がった従業員の力

は必要不可欠です。そのため当社グループでは、お客様に満足していただくためには、従

業員が経営理念やビジョン、価値観を共有し、当社グループの従業員であることを誇りと

して業務に邁進できる環境を整えることも重要かつ不可分であるとの考えから、企業価値

の向上にあたっての基本路線の一つとして「ＣＳ（顧客満足）・ＥＳ（従業員満足）推進企

業」を定めております。したがいまして、当社グループでは優秀な人材を社内に確保、育

成するとともに、従業員との良好かつ緊密な関係を維持していくことが重要であると考え

ております。 

 

（2）お客様との長期的かつ良好な信頼関係 

 

 当社グループは、主力の分譲マンション事業において、マンション用地の選定、商品企

画、施工管理、販売、入居後のアフターメンテナンス、さらには仲介といった住替えのお

手伝いまで全てを自社グループ一貫体制で行うことにより、当社のマンションに住むお客

様に安心・安全・快適をお届けしてまいりました。また、定期的に実施するお客様不満足

度調査やモニターヒアリング等を通じてお客様の生の声を収集し、商品企画に反映させ、

多彩なライフスタイルに対応する４つの「アルファ」ブランドを展開しております。これ

らのように、お客様視点に立って事業を展開することで様々なお客様との信頼関係を構築

し、「アルファファン」を作ってきたことが当社グループ各社の事業活動を支えております。

今後もお客様との信頼関係を維持し、お客様の満足度を高め、多くの「アルファファン」
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を作り、その「アルファファン」に育てていただくことが当社グループの永続的な発展に

繋がるものと考えております。 

 

（3）事業活動を支える「あなぶき」ブランド 

 

 当社は事業エリアである中四国、近畿、九州において「不動産のもつ無限の可能性に挑

戦し、常に新しい価値を創造することで、そこに暮らし、訪れる人々、そして街の未来を

豊かにしていく」ことをブランドの約束として「あなぶき」ブランドを浸透させ構築して

まいりました。「あなぶき」ブランドは当社グループが提供する商品やサービスのブランド

価値に直結し、事業を展開していくうえで大きなアドバンテージとなっております。今後

も「あなぶき」のブランド価値を向上させていくことが、当社の企業価値の向上にとって

重要であると考えております。 

 

２．中期経営計画及び今後の展開 

 

当社の主力事業である分譲マンション事業は、中長期的には景気後退と物価上昇が同時

に進行するスタグフレーション傾向、少子高齢化等による需要減退、また他社ディベロッ

パーとの競合激化が予想されます。このような環境のなかで、当社は、当社の強みである

市場を重視した新商品開発力を強化し、魅力ある新商品を提供し続けることで他社を寄せ

付けない地位を築きたいと考えております。 

そのために、当社は、平成 21 年６月期から平成 23 年６月期の中期計経営計画において、

「飽くなき新商品開発によりマンション市場において勝ち組となるとともに、当社の総合

開発力を活かした不動産価値創造事業を強化する。」という中期ビジョンに基づき、以下の

３つの経営方針を定めております。 

 

（1）“さすが！「あなぶき」”と言われる新商品を提供する 

 

継続してＣＳマネジメントを推進することにより、市場が潜在的に求めているニーズを

具現化した新商品を提供し、互い（お客様と当社）に満足を生む“あなぶき”ブランドの

確立を目指します。 

※ＣＳマネジメントとは、お客様から見た当社及び当社商品・サービスの価値（バ

リュー）を最大化するとともにお客様満足に関係しない他のコスト（販売経費など）の低

下を両立するバランスのとれた経営です。 

 

（2）不動産価値を創造する総合開発力を強化する 

 

個別の不動産が持つあらゆる可能性を考慮のうえ、最適用途の判断、投資を行い、不動

産価値を創造していくための不動産の総合的な開発力を強化します。 

 具体的には、取得したマンション用地情報について、分譲マンション事業としての是非

で判断するのみならず、賃貸住宅や店舗用不動産として投資や用途変更を行うことにより、

最有効利用できているかどうかという観点で用地取得の是非を判断していきます。 

 

（3）バランスシートを意識した経営を推進する 

 

企業の競争力を高めるためには、投下資本に対する効率の良い利益獲得を推進する必要

があります。このためには総資産を適度に圧縮するとともに回転率を高めること及び利益

率を向上させることが必要です。従来のＰ／Ｌ（損益計算書）重視だけでなく、Ｂ／Ｓ

（貸借対照表）をも重視したバランスの良い経営を目指します。「利益率の向上（生産性・

効率性の向上・新商品開発・コストコントロール等）」とともに「総資産の回転率向上（販

売用不動産、事業化に長期を要する物件等の早期キャッシュ回収、事業期間の短縮、低稼

働不動産の売却等）」の両面を意識した経営をさらに推進していきます。 
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３．コーポレートガバナンスの整備 

 

 当社は、当社の経営理念に立脚したうえで、企業価値の継続的な向上に努めることが最

も重要な責務と考えております。その責務を果たすためには、コーポレートガバナンスの

充実・強化が不可欠であると考えており、当社に最も適した仕組みづくりを絶えず追求し

ております。これまでの具体的な施策については次のとおりです。 

  

（1）執行役員制度の導入 

 

従来取締役が担ってきた経営機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営責

任の明確化を目的として、平成 15 年９月より執行役員制度を導入しております。また、取

締役に執行役員を含めた当社経営会議を週１回開催し、迅速かつ機動的な業務執行にも努

めております。 

 

（2）社外監査役の過半化 

 

経営の透明性をより高めるため、監査役員数に占める社外監査役の比率を過半数として

おり、現在、監査役４名のうち３名を社外監査役で構成しております。監査役は、取締役

会その他重要会議等へ出席し適宜意見を述べたり、重要な決裁書類等を閲覧したりするこ

となどを通じ、経営の監視・監督機能を果たしております。 

 

（3）取締役任期の短縮 

 

株主の皆様に経営陣の責任をより一層明確にしていくことを目的とし、平成 18 年９月に、

取締役の任期を従来の２年から１年に短縮しております。 

 

（4）その他 

 

 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証のための国際規格である

「ＩＳＯ／ＩＥＣ 27001：2005／ＪＩＳ Ｑ27001：2006」を平成18年12月に認証取得し、

その規格に基づき、個人情報をはじめとする各種情報の安全な管理環境の確保及び情報セ

キュリティレベルの向上に努めております。また、金融商品取引法が求める内部統制シス

テムの構築に積極的に取り組むなど、全社を挙げて内部管理体制を強化しております。 

 

Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み 

 

１．企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現 

  

（1）企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大量

買付行為の存在 

 

 以上のとおり、当社においては、企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利

益の実現に全力で取り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な

検討時間を与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意等のプロセスを経

ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行するといった動きも見受けられない

わけではありません。 

 もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象となる会社の取締役会の賛同を得

ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上及び会

社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定されるべきも

のではないと考えます。 

 しかし、このような大量買付行為の中には真に会社経営に参加する意思がないにもかか

わらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株券等を高値で会社関係者等に引き取らせ
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る目的で行うものなど、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく損なう

ことが明白ないわゆる「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定できません。 

 また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客様との信頼関係を維持・発展させて

いくことをはじめ、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を継続することが、当社

の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様の利益につながるものであることを確信し

ております。当社株券等の大量買付者（下記２.（3）①で定義されます。）がこれらのこ

とを十分理解し、中長期的にこれらを確保、向上させる者でなければ、当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

 

（2）本プラン導入の必要性 

 

 当社の株券等は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に

取引いただいています。したがって、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか

否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであります。 

 当社としては、上記（1）のような状況下で大量買付行為が行われた場合、当該大量買付

行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資するものであるか否か、

株主の皆様に適切に判断していただき、提案に応じるか否かを決定していただくためには、

大量買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十

分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社は、当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・

方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法につ

いて、大量買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりま

すので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。 

 また、別添の平成20年６月30日現在の大株主の状況に記載のとおり、有限会社穴吹は、

当社の発行済株式の約35％を保有しておりますが、当社の事業戦略上、他社との業務資本

提携等のための資金調達が必要になる可能性もあります。かかる資金調達の手段としては、

資本市場における資金調達も一つの選択肢として考えられ、これを実施する場合には、大

株主の持株比率が低下する可能性もあります。こうした事情に鑑みると、当社は、当社の

発行する株券等の流動性が高まり、今後当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同

の利益を毀損する大量買付行為がなされる可能性も否定できないものと考えております。 

 当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを設定いたしました。大量買

付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、

ならびに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を害する

と判断される場合の対抗措置を定めています。 

 なお、現時点において、当社が大量買付行為に関する提案を受けている事実はありませ

ん。 

 

２．本プランの内容 

 

（1）本プランの概要 

 

 本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請

するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従っ

た場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の

利益を害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置と

して、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法そ

の他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断さ

れた場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。 

 本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に

は、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約

権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取

得条項等を付すことが予定されております。 

 本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該
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大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈

化される可能性があります。 

  

（2）本プランの導入手続－定時株主総会における承認 

 

 本プランの導入については、株主の皆様の意思を反映するため、本定時株主総会におけ

る決議により以下の点につきご承認いただくことを条件とします。 

 

ａ. 別紙１「定款変更案（新設）」のとおり、当社定款第17条に、「当会社は、株主総

会の決議により、当会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保

及び向上のため、当会社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関する

事項について決定することができる。当該対応策に基づく対抗措置として、当会社

は、取締役会の決議により、新株予約権者のうち一定の者に対する差別的行使条件

及び取得条項を付した新株予約権の無償割当てまたは会社法その他の法律及び本定

款上認められるその他の措置を行うことができる。」旨の規定を新設することをご

承認いただきます。 

b. 上記ａによる変更後の当社定款第17条の規定に基づき、本プランをご承認いただき

ます。 

 

  （3）本プランの発動に係る手続 

 

①対象となる大量買付行為 

 本プランの対象となる行為は、当社株券等の一定数以上の買付けその他の有償の譲

受けの結果、 

 

ⅰ. 当社の株券等1の保有者2が保有3する当社の株券等に係る株券等保有割合4の合計 

ⅱ. 当社の株券等5の公開買付者6が所有7しまたは所有することとなる当社の株券等及

び当該公開買付者の特別関係者8が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合9

の合計 

 

のいずれかが20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といいます。）による当社

株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案とします（ただし、当社取締役

会があらかじめ承認したものを除きます。このような買付け等を以下「大量買付行

為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」といい

ます。）。 

 
1. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。以下別段の定めがない限

り同じとします。 

2. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者と

みなされる者を含むものとします。以下同じとします。 

3. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいいます。以下同じとします。 

4. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じとしま

す。 

5. 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。以下ⅱにおいて同じとし

ます。 

6. 金融商品取引法第27条の３第２項に規定する公開買付者をいいます。以下同じとします。 

7. 金融商品取引法第27条の３第２項に規定する所有をいいます。以下同じとします。 

8. 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第１号

に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府

令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。 

9. 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとしま

す。 

 

②本プランの公表及び大量買付者に対する情報提供の要求 

 当社は、本プランについて株式会社大阪証券取引所の定める諸規則に基づき適時開

示を行うとともに、当社のホームページ（http://www.anabuki.ne.jp/）に本プラン
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を掲載いたします。 

 大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実

行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号

に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）を日本語で記載した、本プランに

定める手続を遵守する旨の意向表明を含む買付提案書を提出していただきます。なお、

買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証明する

書類を添付していただきます。 

 当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提

供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、当該大量買付行

為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討

等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会

が別途請求する追加の情報を大量買付者から提供していただきます。かかる追加情報

提供の請求は、上記買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後10営業日以内に

行うこととします。 

 

ⅰ. 大量買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合

は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、業務

内容、財務内容、及び当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報等

を含みます。） 

ⅱ. 大量買付者及びそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買付提

案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況 

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、

大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行

為等（金融商品取引法第27条の26第１項、同法施行令第14条の８の２第１項、及

び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行

為等を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、その旨及び概要

を含みます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきま

す。）、方法及び内容（大量買付行為により取得を予定する当社の株券等の種類

及び数、大量買付行為の対価の額及び種類、大量買付行為の時期、関連する取引

の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに大量買付行為の実行の可能性等

を含みます。） 

ⅳ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算

定に用いた数値情報ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じることが

予想されるシナジーの額及びその算定根拠等を含みます。） 

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

ⅵ. 大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社及び当社グルー

プの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業計画、

財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策 

ⅶ. 大量買付行為の後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループ

に係る利害関係者の処遇方針 

ⅷ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針 

ⅸ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事実を、ま

た、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の事実を、直ちに株主の皆

様に開示いたします。大量買付者から当社取締役会に提供された情報の内容等につい

ては、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が判断する時点で、その全部ま

たは一部につき株主の皆様に情報開示を行います。 

 

③当社取締役会の検討手続 

当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書の記載内容が本必要情報と

して十分であると判断した場合（大量買付者による情報提供が不十分であるとして当
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社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が提出された結果、当社取締役会が買

付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領したと判断した場合を含みま

す。）、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始期及び終期を、直ちに大量

買付者及び独立委員会に通知し、株主の皆様に対する情報開示を法令ならびに株式会

社大阪証券取引所の定める諸規則に従って適時かつ適切に行います。当社取締役会は、

大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から60日以内（対価を現金（円貨）のみ

とする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けの場合）または90日以内（その

他の大量買付行為の場合）（かかる60日以内または90日以内の期間を、以下「取締役

会評価期間」といいます。）に、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、

証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を

得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記④に定める独立委員会

による勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為に関する当社取締役会としての意

見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様

に公表いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する

条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提

示することもあります。 

大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開始

することができるものとします。ただし、下記⑦に定める不実施決定通知を受領した

場合は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。 

 

④独立委員会の設置 

本プランに定めるルールに従って一連の手続が進行されたか否か、ならびに、本プ

ランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主

共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措

置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断

の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織とし

て、独立委員会を設置することとします。独立委員会の委員は、３名以上５名以下と

し、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行

業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中

から選任されるものとします。本プラン導入時の独立委員会の委員には、堀井茂氏、

柳瀬治夫氏及び石川豊氏の合計３名が就任する予定です。なお、各委員の略歴は、別

紙２「独立委員会委員の氏名及び略歴」に記載のとおりであり、独立委員会規則の概

要は、別紙３「独立委員会規則の概要」に記載のとおりです。また、独立委員会の判

断の概要については、適宜株主の皆様に情報開示を行います。 

 

⑤対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公

正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。 

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の

発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて当社か

ら独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、

公認会計士等の第三者（当社が費用を負担することとします。）の助言を得たうえで、

当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会

は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重

するものといたします。 

また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社

監査役全員の賛成を得たうえで、当社取締役全員の一致により発動の決議をすること

といたします。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社

取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。 

なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供す

る本必要情報に基づき、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会

社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得なが

ら、当該大量買付者及び当該大量買付行為の具体的内容ならびに当該大量買付行為が
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当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討

等したうえで、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 
 

⑥対抗措置の発動の条件 

ⅰ． 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行お

うとする場合 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わず、大量買付行為を

行いまたは行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問わ

ず、当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を

著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、

当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させる

ために必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。 

 

ⅱ．大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうと

する場合 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうと

する場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表

明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当

該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の提案に応じるか否か

は、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報及びそれに対する

当社取締役会の意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくこととなります。 

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは

行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容

を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案

に基づく大量買付行為が、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益

を害するものであると認めた場合には、取締役会検討期間の開始または終了にかか

わらず、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、当社の

企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために、

必要かつ相当な対抗措置を講じることがあります。具体的には、以下に掲げるいず

れかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該買付提案に基づく

大量買付行為は当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を害するも

のに該当するものと考えます。 

 

(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合 

(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得するなど、会社の犠牲の下に大量買付

者の利益実現を狙う買収である場合 

(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価

値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすよ

うな買収である場合 

(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時

的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当

社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害を

もたらすような買収である場合 

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または

不適切な買収である場合 

(ⅵ) 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買

付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行うなど、株

主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合 

(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の

企業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当

社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合 

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である

場合 

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合 
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a． 当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれ

があることが客観的かつ合理的に推認される場合 

b． 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値及び会社の

利益ひいては株主共同の利益が害されることを回避することができない

かまたはそのおそれがある場合 

 

⑦当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定 

当社取締役会は、上記⑥ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限

尊重したうえで、対抗措置の実施または不実施に関する決定を行います。 

当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、直ちに当該決

定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知（不実施の決定

に係る通知を、以下「不実施決定通知」といいます。）し、株主の皆様に対する情報

開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会から不

実施決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となりま

す。 

 

⑧当社取締役会による再検討 

当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後であっても、

大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合

など、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員

会に諮問したうえで再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置

の実施または中止に関する決定を行うことができます。 

当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締

役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様に対する情報開示を行い

ます。 

 

（4）対抗措置の概要 

 

 当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙４「新株予約権

の要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株予約権は、本新株予約権

の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といい

ます。）における、最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主（た

だし、当社を除きます。）に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個以うえで当社

取締役会が定める数の割合で割り当てられます。 

 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価

額）は１円であり、本新株予約権１個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者

（以下「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式１株が交付されます。 

 ただし、特定株式保有者及びその関係者は、本新株予約権を行使することができないも

のとします。 

 また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条

項に基づき、一定の条件の下で特定株式保有者及びその関係者以外の本新株予約権者から、

当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得することができます。なお、当社は一定の条

件の下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。 

 さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。 

上記（1）に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法令及び

当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当

該その他の対抗措置が用いられることがあります。 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会が適切と認

める事項について、適時に株主の皆様に対する情報開示を行います。 

 

（5）本プランの有効期間、廃止及び変更 

 

 本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成23年９月開催予定の平成23



 

 11

年６月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効期間

の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合または②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、そ

の時点で廃止されるものとします。 

 また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議によ

る委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を得たうえで、本プランの技術

的な修正または変更を行う場合があります。 

 なお、本プランは平成20年８月14日現在施行されている法令の規定を前提としておりま

すので、同日以後、法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が

生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的考え方に反しない範囲

で、適宜本プランの文言を読み替えることとします。 

 本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実そ

の他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに公表いたします。 

 また、平成23年６月期に関する定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容に

つきましては、必要な見直しを行ったうえで、本プランの継続、または新たな内容のプラ

ンの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。 

 

３．株主及び投資家の皆様への影響 

 

（1）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 本プランの導入時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主及び投資家の

皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

（2）本新株予約権の無償割当ての実施により株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１

個以上で当社取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を

前提とする限り、株主の皆様が保有する株式全体の価値に関して希釈化は生じません。 

 もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない

場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する株式の価値が

希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、下記（4）③に

記載の手続により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様から本

新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がか

かる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の

皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領

することとなり、その保有する株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する株

式全体の価値の希釈化は生じません。 

 なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本

新株予約権の無償割当てを中止しまたは無償割当てされた本新株予約権を無償で取得する

場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの株式の価値

の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応

の損害を被る可能性があります。 

 

（3）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して

株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されている

ため、当該行使または取得に際して、特定株式保有者及びその関係者の法的権利または経

済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、特定株式保有者

及びその関係者以外の株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済

的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。もっとも、本新株

予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使または
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本新株予約権の当社による取得の結果株主の皆様に株式が交付される場合には、株主の皆

様に株券が交付されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予

約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可

能性がある点にご留意ください。 

 

（4）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続等 

 

①名義書換の手続 

 当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決定した場合

には、当社は、割当期日を公告いたします。割当期日における最終の株主名簿または

実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に本新株予約権が割り当てられます

ので、名義書換を済まされていない株主の皆様におかれては、割当期日までに速やか

に保有する株式に係る名義書換手続を行っていただく必要があります。証券保管振替

機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。なお、割

当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆

様は、申込みの手続を経ずに当然に本新株予約権者になります。 

 

②本新株予約権の行使の手続 

 当社は、割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録さ

れた株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株

予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項ならびに株主ご自身が

本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他

の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の行使

に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期

間中にこれらの必要書類を提出したうえ、本新株予約権１個あたり１円を払込取扱場

所に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき１株（対象株式数の調整があっ

た場合には、調整後の株数）の当社普通株式が発行されることになります。 

 

③当社による本新株予約権の取得の手続 

 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続

に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項毎に、取締役会の決議を行

い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施したうえで、本新株予約権を取得

します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付する

こととした場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主

の皆様には、別途、ご自身が特定株式保有者またはその関係者でないこと等について

の表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提

出いただくことがあります。 

 上記のほか、割当方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による本新株予約権の

取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が決定された後、

株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

Ⅳ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由） 

 

本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同

の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考

えております。 

 

１．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 
 

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年５月 27 日に発表した「企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価

値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・

相当性確保の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社大阪証券取引所の定める買
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収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。 

 

２．企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入

されていること 
 

 本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、

当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の

皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な

情報や時間を確保することにより、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利

益を確保または向上することを目的として導入されるものです。 

 

３．株主意思を重視するものであること 
 

 本プランは、導入にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、

本定時株主総会において株主の皆様の承認をいただくことを条件として導入されます。上

記Ⅲ２.（2）に記載のとおり、本定時株主総会において別紙１に記載する定款変更案及び

本プランを承認する議案をお諮りし、かかる議案のいずれかが承認されない場合、本プラ

ンは導入されません。さらに、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ

ととなり、その意味で、本プランの導入だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向

が反映されることとなっております。 

 

４．独立性の高い社外者の判断の重視 
 
 当社は、上記Ⅲ２.（3）④に記載のとおり、本プランの導入にあたり、当社取締役会の

判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員

会を設置します。 
  
 このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うこと

により、当社取締役会が恣意的に本プランの発動を行うことを防ぐとともに、同委員会の

判断の概要については、適宜株主の皆様に情報開示を行うこととされており、当社の企業

価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組

みが確保されております。 

 

５．合理的な客観的要件の設定 
 
本プランは、上記Ⅲ２.（3）に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客観的要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な

発動を防止するための仕組みを確保しております。 

 

６．独立した地位にある第三者の助言の取得 
 

 本プランは、上記Ⅲ２.（3）③及びⅢ２.（3）⑤に記載のとおり、大量買付者が出現し

た場合、取締役会及び独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある投資銀

行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を

得ることができることとされています。これにより、取締役会及び独立委員会による判断

の公正性及び合理性がより強く担保される仕組みが確保されています。 

 

７．デッドハンド型買収防衛策ではないこと 
 

 上記Ⅲ２.（5）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構

成される取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員

の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策で

はありません。 
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（別紙１） 

 

定款変更案（新設） 

 

第 17 条（買収防衛策） 

 当会社は、株主総会の決議により、当会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利

益の確保及び向上のため、当会社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関する事

項について決定することができる。当該対応策に基づく対抗措置として、当会社は、取締役会

の決議により、新株予約権者のうち一定の者に対する差別的行使条件及び取得条項を付した新

株予約権の無償割当てまたは会社法その他の法律及び本定款上認められるその他の措置を行う

ことができる。 
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（別紙２） 

 

独立委員会委員の氏名及び略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

堀井 茂 

略 歴： 昭和49年10月 司法試験合格 

     昭和52年４月 弁護士登録 香川県弁護士会に入会 

     平成16年９月 当社 社外監査役に就任 

      

 

柳瀬 治夫 

略 歴： 昭和55年11月 司法試験合格 

     昭和58年４月 東京地方検察庁検事 

     昭和63年４月 弁護士登録 香川県弁護士会に入会 

     平成13年７月 ㈱クリエアナブキ 社外監査役に就任 

 

 

石川 豊 

略 歴： 昭和35年11月 公認会計士第三次試験合格 

     昭和36年３月 公認会計士登録 

     昭和37年11月 公認会計士石川豊事務所開設 

     昭和62年４月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 

     平成18年６月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）退任 

     平成18年12月 税理士法人石川オフィス会計代表社員 

 

 

※上記独立委員会委員候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。 
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（別紙３） 

 

独立委員会規則の概要 

 

第１条  当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下「本プラン」と

いう。）の導入に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、取締役会の諮問によ

り、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施に関する勧告を行い、取締役会の

判断の公正性及び中立性の確保に資することを目的とする。 

第２条  独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、以下の条件を満たした者の中から選

任する。選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対する善管注意義務条項

等を含む契約書を当社との間で締結する。 

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下併せて「当社

等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）または監査役（社外

監査役は除く。以下同じ。）等となったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役等の一定範囲の親族でない

者 

③ 当社等と現に取引のある金融機関において、過去３年間取締役または監査役等と

なったことがない者 

④ 当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先において、過去３年間取締役また

は監査役等でない者 

⑤ 当社等との取引先ではなく、当社等との間に特別の利害関係のない者 

⑥ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、投

資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とす

る研究者またはこれらに準ずる者） 

２ 委員の選任及び解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を決議す

る場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によるものとする。 

３ 委員の任期は、第１項第２文に定める契約書に別段の定めがない限り、平成20年６

月期定時株主総会の終結の時（ただし、本プランの期間中に選任された委員については、

選任の時）から、平成23年６月期定時株主総会の終結の時までとする。 

第３条  独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議・決議し、そ

の決議の内容を、その理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、独立委員会の

勧告を最大限尊重しなければならない。 

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 

② 買付提案の内容が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を害する

か否かの決定ならびに対抗措置の実施または不実施 

③ 対抗措置の中止 

④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項 

⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 

⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 
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第４条  独立委員会の決議は、原則として委員の全員が出席し、出席委員の過半数をもって

行う。 

第５条  独立委員会は、当社の費用で、独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、

フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。）の助

言を得ることができる。 

第６条  取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。 

第７条  取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合には、取

締役１名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与えるよう

独立委員会に求めることができる。 

第８条  独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由及びその根拠を説明しなけ

ればならない。 
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（別紙４） 

 

新株予約権の要項 

 

１．割当対象株主 

本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下「本新株予約権無償

割当て決議」という。）において定める一定の日（以下「割当期日」という。）における

最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社を除

く。）に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の

割合で、新株予約権を割り当てる。 

 

２．発行する新株予約権の総数 

割当期日の最終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有する当社普通株式の数を控

除する。）と同数以上で当社取締役会が定める数とする。 

 

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。 

 

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

① 新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

② 新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は１株とする。 

ただし、第５項により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である

株式の総数は調整後対象株式数に応じて調整される。 

 

５．新株予約権の目的である株式の数の調整 

① 当社が、割当期日後、当社株式の分割もしくは併合または合併もしくは会社分割等を

行う場合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。 

② 対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨及びその事由、調整前の

対象株式数、調整後の対象株式数及びその適用の日その他必要な事項を各新株予約権

者に書面により通知または定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前

日までに上記の通知または公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかに

これを行う。 

 

６．新株予約権の払込金額 

無償とする。 

 

７．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価額（以下「行使価

額」という。）は、１円とする。 

 

８．新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において定める日を初日（以下「行使期間開始日」とい

う。）とし、本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。ただし、第10項に

基づき当社が新株予約権を取得する場合には、当社が当該取得を通知または公告した日か

ら当該取得日までの期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の最終日が銀

行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を最終日とする。 

 

９．新株予約権の行使の条件 

① 本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するもの

とする。 

a．「特定株式保有者」とは、当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けの結果、 
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Ⅰ 当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計 

Ⅱ 当社の株券等の当該公開買付者が所有しまたは所有することとなる当社の株券

等及び当該公開買付者の特別関係者が所有する当社の株券等に係る株券等所有

割合の合計 

のいずれかが、20％以上となる者をいう。 

b．Ⅰにおいて「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を

いう。以下別段の定めがない限り同じ。Ⅱにおいて「株券等」とは、金融商品取引

法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。 

c．「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条

第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。 

d．「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいう。 

e．「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有

割合をいう。 

f．「公開買付者」とは、金融商品取引法第27条の３第２項に規定する公開買付者をい

う。 

g．「所有」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所有をいう。 

h．「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をい

う。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公

開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。 

i．「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有

割合をいう。 

② 以下に定める者は新株予約権を行使することができない。 

特定株式保有者、その共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同

保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、もしくは

その特別関係者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配され

もしくはこれらの者が共同して支配し、これらの者と共同して行動する者と当社取締

役会が判断した者（ただし、その者が当社の株券等を取得または保有することが当社

の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を害しないと当社取締役会が認め

た者は、これに該当しないこととする。） 

③ 上記②の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使することができない場合で

あっても、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の一切の責任を

負わないものとする。 

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 

10．当社による新株予約権の取得 

① 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わ

る日を定めたときは当該日）の翌日以降、行使期間開始日の前日までの間いつでも、

新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が判断する場合には、当社取

締役会が定める日をもって、無償で新株予約権全部を取得することができる。 

② 当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定め

る日において、新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式と引換えに、第９項

に従い新株予約権を行使することができる者の新株予約権を取得することができる。 

③ 当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定め

る日において、第９項に従い新株予約権を行使することができない者の新株予約権を

取得することができ、その対価として、新株予約権と引換えに新株予約権１個につき

当社取締役会が定める金銭その他の財産（当社普通株式を除く。）を交付することも

できる。 

 

11．新株予約権の行使または当社による取得により新たに当社株式を取得した場合の当該株主

の株主総会における議決権行使 

当社が定める基準日後に、新株予約権の行使または当社による新株予約権の取得によって、

新たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使できるもの

とする。 
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12．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

13．合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権の交付及びその条件 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

14．新株予約権証券の不発行 

新株予約権証券は、発行しない。 

 

15．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備金の額は、本新株予約権無償割当て決議において定める額とする。 

 

16．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容

及び数、新株予約権を行使する日等の必要事項ならびに株主自身が新株予約権の行使条件

を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の

書式によるものとする。）に必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、必要に応じて

別に定める新株予約権の行使に要する書類ならびに会社法、金融商品取引法及びその関連

法規（日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を含む。）上その時々にお

いて要求されるその他の書類（以下「添付書類」という。）を第８項に定める期間中に払

込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭を

払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。 

 

17．新株予約権行使の効力発生時期等 

新株予約権の行使の効力は、第16項の行使請求書及び添付書類が行使請求受付場所に到達

し、かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が指定口座に入金された時

に生じるものとする。 

 

18．法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、本要項の条項に修正を

加える必要が生じた場合においては、当該制定、改正または廃止の趣旨及び文言を勘案の

うえ、本要項の条項を合理的に読み替えるものとする。 

 

 

以  上 
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（ご参考） 

 

Ⅰ 当社株式の状況（平成 20 年６月 30 日現在） 

 

１．発行可能株式総数     115,000,000 株 

 

２．発行済株式総数        28,839,000 株（自己株式 759,864 株を含む） 

 

３．株主数          2,962 名 

 

４．大株主（上位 10 名） 

当社への出資状況 
株  主  名 

持  株  数 出 資 比 率 

有限会社 穴吹 9,839 千株 35.0％ 

穴吹 忠嗣 3,821 千株 13.6％ 

有限会社 旭不動産 2,700 千株 9.6％ 

あなぶき興産従業員持株会 734 千株 2.6％ 

加藤 義和 415 千株 1.5％ 

穴吹 薫 389 千株 1.4％ 

和歌 弘州 365 千株 1.3％ 

株式会社 わかたけ 217 千株 0.8％ 

株式会社 穴吹ネットワーク 200 千株 0.7％ 

株式会社 中国銀行 180 千株 0.6％ 

（注）１．上記のほか当社所有の自己株式が 759,864 株あります。 

   ２．出資比率は自己株式（759,864 株）を控除して計算しております。 
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Ⅱ 大量買付行為開始時のフローチャート 

 

当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては

本文をご参照ください。 

 

  

当社取締役会による追加情報

提供の要請（10 営業日以内） 

大量買付者による買付提案書の提出 

 

当社取締役会の検討手続 

（当社の企業価値及び会社の利益

ひいては株主共同の利益を害する

か） 

・情報収集、代替案の検討 
・大量買付者との協議・交渉 

・外部専門家等からの助言の取得 

・当社取締役会による必要情報受領の確認 

・大量買付者及び独立委員会に検討開始を通

知 

取締役会評価期間 

60 日以内または 90 日以内 

（手続が遵守された場合） （手続が遵守されない場合）

当社の株券等に対する大量買付行為について、 
当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

記載内容が不十分 

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重）

企業価値及び会社の

利益ひいては株主共

同の利益を害する場

合でない 

企業価値及び会社の利

益ひいては株主共同の

利益を害する 

取締役会による決議 

（独立委員会の勧告を最大限尊重） 
大量買付者による

手続不遵守を確認 

対抗措置発動せず 

（株主の皆様によるご判断） 

対抗措置発動 

（新株予約権の無償割当て等） 

本プランに定める手続を遵守

しない大量買付行為であると

認められる場合 

独立委員会が発動を勧告

記載内容が十分

諮問 

勧告 

独立委員会の検討手続 

・外部専門家等からの助言の

取得 

・取締役会に対して対抗措置の

発動の是非について勧告 


